
平
成
二
十
六
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
二
号

動
物
用
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
関
す
る
省
令

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四

号
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
動
物
用
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
五
条
）

第
二
章
　
製
造
管
理
（
第
六
条―

第
九
条
）

第
三
章
　
品
質
管
理
（
第
十
条―

第
十
二
条
）

第
四
章
　
そ
の
他
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
関
す
る
業
務
（
第
十
三
条―

第
十
六
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
製
品
」
と
は
、
製
造
所
の
製
造
工
程
を
経
た
物
（
製
造
の
中
間
工
程
で
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
以
後
の
製
造
工
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
製
品
と
な
る
も
の
（
以
下
「
中
間
製
品
」
と
い
う
。
）
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

２
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
資
材
」
と
は
、
製
品
の
容
器
、
被
包
、
添
付
文
書
並
び
に
容
器
及
び
被
包
に
貼
り
付
け
る
ラ
ベ
ル
を
い
う
。

３
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
ロ
ッ
ト
」
と
は
、
一
の
製
造
期
間
内
に
一
連
の
製
造
工
程
に
よ
り
均
質
性
を
有
す
る
よ
う
に
製
造
さ
れ
た
製
品
及
び
原
料
の
一
群
を
い
う
。

４
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
管
理
単
位
」
と
は
、
同
一
性
が
確
認
さ
れ
た
資
材
の
一
群
を
い
う
。

５
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
ド
ナ
ー
動
物
」
と
は
、
再
生
医
療
等
製
品
の
原
料
と
な
る
細
胞
又
は
組
織
を
提
供
す
る
動
物
を
い
う
。

（
適
用
の
範
囲
）

第
二
条
　
再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
販
売
業
者
又
は
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
四
項
に
規
定
す
る
選
任
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
製
造
販
売
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項

に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
」
と
い
う
。
）
（
以
下
「
製
造
業
者
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
製
造
所
に
お
け
る
製
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
製
品
の
製
造
業
者
等
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
造
所
に
お
け
る
製
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
輸
出
用
の
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
製
品
の
製
造
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
輸
出
用
の
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
管
理
責
任
者
及
び
品
質
管
理
責
任
者
）

第
三
条
　
製
造
業
者
等
は
、
製
造
所
ご
と
に
、
法
第
二
十
三
条
の
三
十
四
第
六
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
（
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
に
あ
っ
て
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認

定
を
受
け
た
製
造
所
の
責
任
者
又
は
当
該
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
。
以
下
「
製
造
管
理
者
」
と
い
う
。
）
の
管
理
の
下
に
、
製
造
管
理
に
係
る
部
門
の
責
任
者
と
し
て
製
造
管
理
責
任
者
を
、
品

質
管
理
に
係
る
部
門
の
責
任
者
と
し
て
品
質
管
理
責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
品
質
管
理
に
係
る
部
門
は
、
製
造
管
理
に
係
る
部
門
か
ら
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
製
造
管
理
責
任
者
（
以
下
「
製
造
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
同
項
の
品
質
管
理
責
任
者
（
以
下
「
品
質
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
兼
ね
て
は
な
ら
な
い
。

（
製
造
管
理
者
）

第
四
条
　
製
造
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
製
造
管
理
責
任
者
及
び
品
質
管
理
責
任
者
を
統
括
す
る
こ
と
。

二
　
第
十
四
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務

２
　
製
造
業
者
等
は
、
製
造
管
理
者
が
業
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
品
標
準
書
）

第
五
条
　
製
造
業
者
等
は
、
製
品
（
中
間
製
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
製
造
販
売
承
認
事
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
に
係
る
事
項
を
い
う
。
）
、
製
造
手
順
そ
の
他

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
製
品
標
準
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
法
第
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。

第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
製
品
の
製
造
に
係
る
製
造
所
ご
と
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
製
造
管
理

（
製
造
管
理
基
準
書
及
び
製
造
衛
生
管
理
基
準
書
）

第
六
条
　
製
造
業
者
等
は
、
製
造
所
ご
と
に
、
原
料
等
の
保
管
、
製
造
工
程
の
管
理
そ
の
他
製
造
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
製
造
管
理
基
準
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に

お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
製
造
作
業
を
行
う
場
所
ご
と
に
、
構
造
設
備
（
試
験
検
査
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
衛
生
管
理
、
作
業
員
の
衛
生
管
理
そ

の
他
製
造
衛
生
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
製
造
衛
生
管
理
基
準
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1



（
製
造
管
理
責
任
者
の
業
務
）

第
七
条
　
製
造
業
者
等
は
、
製
造
管
理
責
任
者
に
、
第
五
条
の
製
品
標
準
書
（
以
下
「
製
品
標
準
書
」
と
い
う
。
）
、
前
条
の
製
造
管
理
基
準
書
（
以
下
「
製
造
管
理
基
準
書
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
の
製
造
衛
生
管
理
基
準
書
に
基
づ

き
、
次
に
掲
げ
る
製
品
の
製
造
管
理
に
係
る
業
務
を
適
切
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
製
造
工
程
に
お
け
る
指
示
事
項
、
注
意
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
製
造
指
図
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
業
務
を
自
ら
行
い
、
又
は
業
務
の
内
容
に
応
じ
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
に
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
前
号
の
製
造
指
図
書
に
基
づ
き
製
品
を
製
造
す
る
こ
と
。

ロ
　
製
品
の
製
造
に
関
す
る
記
録
を
ロ
ッ
ト
ご
と
（
ロ
ッ
ト
を
構
成
し
な
い
製
品
に
あ
っ
て
は
、
製
造
番
号
ご
と
。
以
下
同
じ
。
）
に
作
成
す
る
こ
と
。

ハ
　
製
品
の
表
示
及
び
包
装
に
つ
い
て
ロ
ッ
ト
ご
と
に
そ
れ
ら
が
適
正
で
あ
る
旨
を
確
認
し
、
そ
の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

ニ
　
原
料
及
び
製
品
に
つ
い
て
は
ロ
ッ
ト
ご
と
に
、
資
材
に
つ
い
て
は
管
理
単
位
ご
と
に
適
正
に
保
管
及
び
出
納
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

ホ
　
構
造
設
備
の
清
浄
を
確
認
し
、
そ
の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

ヘ
　
構
造
設
備
の
定
期
的
な
点
検
整
備
（
計
器
の
校
正
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
い
、
そ
の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

ト
　
作
業
員
の
衛
生
管
理
を
行
い
、
そ
の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

チ
　
そ
の
他
必
要
な
業
務

三
　
前
号
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
製
造
、
保
管
及
び
出
納
並
び
に
製
造
衛
生
管
理
に
関
す
る
記
録
に
よ
り
製
造
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
製
造
管
理
者
に
対
し
て
文
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て

電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
。

四
　
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
製
造
、
保
管
及
び
出
納
並
び
に
製
造
衛
生
管
理
に
関
す
る
記
録
を
作
成
の
日
か
ら
再
生
医
療
等
製
品
の
有
効
期
間
（
使
用
の
期
限
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
満
了
す
る
期
日
か
ら
起
算
し
て
三

年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
こ
と
。

（
製
造
管
理
）

第
八
条
　
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
者
は
、
製
品
の
製
造
に
家
畜
伝
染
病
（
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
家
畜
伝
染
病
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
病
原
体
を
使
用
す
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
製
品
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
室
内
に
除
じ
ん
及
び
除
菌
を
し
た
空
気
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
作
業
室
内
の
天
井
、
壁
面
及
び
床
面
並
び
に
作
業
台
そ
の
他
の
作
業
室
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
設
備
及
び
器
具
の
表
面
の
清
掃
及
び
消
毒
を
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
員
以
外
の
者
が
作
業
室
に
出
入
り
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
こ
と
。

三
　
家
畜
伝
染
病
の
病
原
体
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
物
品
又
は
機
械
器
具
は
、
当
該
製
造
所
の
構
内
に
お
い
て
、
焼
却
し
、
又
は
消
毒
す
る
こ
と
。

四
　
作
業
員
は
、
更
衣
場
所
に
お
い
て
そ
の
衣
服
及
び
履
物
を
清
潔
な
作
業
用
の
衣
服
及
び
履
物
に
交
換
し
、
作
業
中
に
は
清
潔
な
作
業
用
の
帽
子
及
び
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
こ
と
。

第
九
条
　
製
造
業
者
等
は
、
使
用
す
る
細
胞
又
は
組
織
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
か
つ
、
作
成
の
日
（
当
該
細
胞
又
は
組
織
を
製
造
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
製
造
に
使
用
し
な
く

な
っ
た
日
）
か
ら
五
年
間
こ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
。

一
　
細
胞
又
は
組
織
の
名
称
（
種
類
名
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
由
来

二
　
受
領
先
及
び
受
領
の
年
月
日
（
ド
ナ
ー
動
物
か
ら
採
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
採
取
し
た
施
設
、
採
取
し
た
年
月
日
及
び
採
取
し
た
と
き
の
記
録
）

三
　
継
代
数
、
継
代
年
月
日
及
び
継
代
方
法

四
　
継
代
中
に
生
じ
た
変
化
及
び
こ
れ
に
対
し
て
と
っ
た
処
置

五
　
生
物
学
的
性
状
及
び
こ
れ
を
検
査
し
た
年
月
日

六
　
保
存
方
法

七
　
製
造
に
使
用
し
た
と
き
は
、
そ
の
年
月
日
並
び
に
製
造
品
名
及
び
製
造
番
号

八
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
三
章
　
品
質
管
理

（
品
質
管
理
基
準
書
）

第
十
条
　
製
造
業
者
等
は
、
製
造
所
ご
と
に
、
検
体
の
採
取
方
法
、
試
験
検
査
結
果
の
判
定
方
法
そ
の
他
品
質
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
品
質
管
理
基
準
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
品
質
管
理
責
任
者
の
業
務
）

第
十
一
条
　
製
造
業
者
等
は
、
品
質
管
理
責
任
者
に
、
製
品
標
準
書
又
は
前
条
の
品
質
管
理
基
準
書
（
以
下
「
品
質
管
理
基
準
書
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
品
質
管
理
に
係
る
業
務
を
計
画
的
か
つ
適
切
に
行
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
業
務
を
自
ら
行
い
、
又
は
業
務
の
内
容
に
応
じ
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
に
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
原
料
及
び
製
品
に
つ
い
て
は
ロ
ッ
ト
ご
と
に
、
資
材
に
つ
い
て
は
管
理
単
位
ご
と
に
試
験
検
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
検
体
を
採
取
し
、
そ
の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

ロ
　
採
取
し
た
検
体
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
ト
ご
と
又
は
管
理
単
位
ご
と
に
製
品
の
製
造
所
に
お
い
て
試
験
検
査
を
行
い
、
そ
の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
試
験
検
査
機
関
を
利
用
し
て
自
己
の
責
任
に
お
い
て
試
験
検

査
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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ハ
　
製
品
（
中
間
製
品
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
ト
ご
と
に
所
定
の
試
験
検
査
に
必
要
な
量
の
二
倍
以
上
の
量
（
当
該
量
の
確
保
が
困
難
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
適
当
量
）
を
参
考
品
と
し
て
、
製
造
さ
れ
た
日
か
ら
適
切
な
期

間
、
適
切
な
保
管
条
件
の
下
で
保
管
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
製
品
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
期
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
が
経
過
し
た
後
は
、
当
該
製
品
の
製
造
に
使
用
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製
品
生
物
由
来
原
料
（
製
品
の

製
造
に
使
用
す
る
生
物
（
植
物
を
除
く
。
）
に
由
来
す
る
原
料
を
い
う
。
）
の
保
管
を
も
っ
て
製
品
の
保
管
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ
　
試
験
検
査
に
関
す
る
設
備
及
び
器
具
を
定
期
的
に
点
検
整
備
し
、
そ
の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

ホ
　
ド
ナ
ー
動
物
の
受
入
れ
時
及
び
受
入
れ
後
の
試
験
検
査
に
必
要
な
業
務
を
行
い
、
そ
の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

ヘ
　
そ
の
他
必
要
な
業
務

二
　
試
験
検
査
の
結
果
の
判
定
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
製
造
管
理
者
及
び
製
造
管
理
責
任
者
に
対
し
て
文
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
よ
り
報
告
す

る
こ
と
。

三
　
試
験
検
査
に
関
す
る
記
録
を
作
成
の
日
か
ら
再
生
医
療
等
製
品
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
期
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
こ
と
。

（
出
荷
の
可
否
の
決
定
）

第
十
二
条
　
製
造
業
者
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
に
、
製
品
標
準
書
、
製
造
管
理
基
準
書
及
び
品
質
管
理
基
準
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
製
品
の
出
荷
の
可
否
の
決
定
に
係
る
業
務
を
適
切
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
結
果
を
適
正
に
評
価
し
て
製
品
の
製
造
所
か
ら
の
出
荷
の
可
否
の
決
定
を
行
い
、
そ
の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
記
録
を
作
成
の
日
か
ら
再
生
医
療
等
製
品
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
期
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
業
務
を
行
う
者
は
、
当
該
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
実
施
し
得
る
能
力
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
製
造
業
者
等
は
、
第
一
項
の
業
務
を
行
う
者
が
当
該
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
製
造
業
者
等
は
、
第
一
項
の
決
定
が
適
正
に
行
わ
れ
る
ま
で
製
造
所
か
ら
製
品
を
出
荷
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
そ
の
他
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
関
す
る
業
務

（
苦
情
処
理
等
の
手
順
に
関
す
る
文
書
）

第
十
三
条
　
製
造
業
者
等
は
、
次
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
、
苦
情
処
理
、
回
収
処
理
及
び
自
己
点
検
の
手
順
に
関
す
る
文
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に

お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
「
手
順
に
関
す
る
文
書
」
と
い
う
。
）
を
製
造
所
ご
と
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
処
理
）

第
十
四
条
　
製
造
業
者
等
は
、
製
品
の
品
質
等
に
関
し
て
苦
情
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
苦
情
に
係
る
事
項
が
そ
の
製
造
所
に
起
因
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
当
該
製
造
所
の
製
造
管
理
者
に
、
手
順
に
関
す

る
文
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
苦
情
に
係
る
事
項
の
原
因
を
究
明
し
、
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
に
関
し
改
善
が
必
要
な
場
合
に
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
苦
情
の
内
容
、
原
因
究
明
の
結
果
及
び
改
善
措
置
を
記
載
し
た
苦
情
処
理
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
再
生
医
療
等
製
品
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
期
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
こ
と
。

（
回
収
処
理
）

第
十
五
条
　
製
造
業
者
等
は
、
製
品
の
品
質
等
に
関
す
る
理
由
に
よ
り
回
収
を
行
う
と
き
は
、
当
該
回
収
に
至
っ
た
理
由
が
そ
の
製
造
所
に
起
因
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
当
該
製
造
所
の
製
造
管
理
者
に
、

手
順
に
関
す
る
文
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
回
収
に
至
っ
た
原
因
を
究
明
し
、
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
に
関
し
改
善
が
必
要
な
場
合
に
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
回
収
し
た
製
品
を
区
分
し
て
一
定
期
間
保
管
し
た
後
、
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

三
　
回
収
の
内
容
、
原
因
究
明
の
結
果
及
び
改
善
措
置
を
記
載
し
た
回
収
処
理
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
再
生
医
療
等
製
品
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
期
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
す
る
こ
と
。

（
自
己
点
検
）

第
十
六
条
　
製
造
業
者
等
は
、
製
品
の
製
造
所
の
製
造
管
理
者
に
、
手
順
に
関
す
る
文
書
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
製
造
所
に
お
け
る
製
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
に
つ
い
て
定
期
的
に
自
己
点
検
を
行
う
こ
と
。

二
　
自
己
点
検
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
再
生
医
療
等
製
品
の
有
効
期
間
に
三
年
を
加
算
し
た
期
間
保
存
す
る
こ
と
。

２
　
製
造
業
者
等
は
、
前
項
第
一
号
の
自
己
点
検
の
結
果
に
基
づ
き
、
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
に
関
し
改
善
が
必
要
な
場
合
に
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
措
置
の
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
再
生
医

療
等
製
品
の
有
効
期
間
に
三
年
を
加
算
し
た
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
八
日
農
林
水
産
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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